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Abstract: The purpose of this study is to derive the realizable condition and consideration of “Landscape Green-Chain”. Consequently in 
this paper, analyze a guidance process of development project through administrative guidance. As a result, revealed the following points as 
the realizable condition;｢①Guidance of draw out type｣｢②Viewpoint at out of site｣｢③Grasp of person in charge to landscape｣ 
 
１．はじめに―千葉県流山市では，2007(平成 19)年に

｢流山市景観計画 グリーンチェーン景観計画｣を策定

し，流山市を特徴づける緑地を有効に活用しながら，

緑地景観の形成を推進している [１]．ここでいうグリー

ンチェーンとは，流山市が策定した｢グリーンチェーン

戦略※１｣を援用したもので，景観的視点を重視した景

観グリーンチェーン(以下，景観 GC)を推進するもので

ある．しかし現状では，その具体的方針や内容は不明

確となっている．このような状況を踏まえると，まず

は，景観 GCに関する行政指導の実態を捉え，その具体

的指導内容を明確化することが肝要と考える．そこで

本稿では，市景観担当者(以下，市担当者)の指導のもと

着工された開発に着目し，景観 GCに関する指導の実態

を明らかにした上で，その経緯より景観GCの成立要因

および留意点を導出することを目的とする． 

２．研究方法―本稿では，市担当者の指導のもと行わ

れた開発案件のうち，景観アドバイザー会議にかけら

れ，大幅な計画変更を行った開発事例 A を調査対象と

する．調査対象および調査方法を Table 1 に示す．  
３．結果および考察―Figure 1 は流山市景観計画におけ

る届出対象行為の手続きを示したものである．市では

事前相談制を設けており，事前協議書を提出する更に

前段階において，事前相談という形で景観 GCに関する

指導を開発業者(以下，業者)に対して行うことが制度 

上可能となっている．Table 2 は，開発事例Ａに関して， 
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えた協議が 10月２日に行われているが，この時点で業

者は，会議報告に対して「無理である．できない」 

案件が都市計画課に持ち込まれてから着工に至るまで

の経緯，市担当者の指導方針をまとめたものである．

以降では，この表をもとに，景観 GCの成立要因および

留意点を探っていく． 

３－１．指導の実態―本事業は，平成 20年に事前相談

が開始され，市担当者は視点場に対する考え方とそこ

からの見えを意識した植栽配置，住棟計画にするよう

指導を行っている．すなわち，事前相談に持ち込まれ

た時点で業者は，視点場や視対象といった意識を持っ

て緑化を行っていなかったと考えられる．その後の９

月 11日の協議では，前協議を経て業者が変更を加えた

図面が提出され，更なる植栽や緑化に関する指摘がな

されているものの，この協議において住棟計画に関す

る進展は見られない．第１回景観アドバイザー会議で

は，歩行者専用道路(以下，歩行者道)に面する緑地帯

に関する指摘等がなされている．その結果を踏まえた

協議が 10月２日に行われているが，この時点で業者は，

会議報告に対して「無理である．できない」といった

返答を行うのみであり，具体的進展は見られない．ま

た，その際，フラワーポットの設置を業者が提案して

いるが，市担当者はこの提案を断っている．しかし，

10 月８日の協議では｢市の景観形成に協力していくの

で，アドバイスをいただきたい｣と業者の歩み寄りがみ

られ，21日の協議において市担当者が住棟の配置計画

に関する具体案を提案している．11 月 12 日の協議に

は，業者がそれまでの協議を踏まえた再変更案を市担

当者に提出し，第２回景観アドバイザー会議において，

この案に対する了解を得ている．そしてこの案に基づ

き，景観法第 16条の届出が行われ着工に至っている． 

３－２．引き出し型の行政指導―第１回景観アドバイ

ザー会議後の協議で，業者は指摘事項に対して｢無理で

ある｣｢できない｣という回答を行ったが，それに対し市 

担当者は｢何ができて何ができないのか整理してほし 

１：日大理工・院・不動産 ２：日大理工・教員・建築 ３：日大理工・教員・交通 ４：日大理工・学部・交通 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【凡例】○：都市計画課 ●：開発業者     
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調査方法 文献調査 現地踏査 直接対面形式ヒアリング調査
調査期間 2011年９月８日～25日 ９月８日 ９月８日,15日,16日,22日
調査対象 ・事前協議打ち合わせ記録 

・都市計画課提出図面 
・まちづくりアドバイザー会議資料 

・現状および整備状
況 

・流山市都市計画部都市計画課
・流山市景観アドバイザー 

Figure 1. The step of notification ※２ 

調査対象地 開発事例A  
用途地域／用途 近隣商業地域／共同住宅 住宅戸数 328戸 
建ぺい率／容積率 80％／300％ 高さ／階高 45.3ｍ／地上15階
敷地面積／延べ面積 8377.75ｍ²／31739.4ｍ² 工事期間 平成22年～現在
 

Table 1. Outline of research※２ 

平成 23年度　日本大学理工学部　学術講演会論文集

 401

F-7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い」と返答している．このように市担当者は，業者の

立場を理解した上で，代替案として｢できること｣を考

えさせることで協議を前へと進展させているといえ，

市側の主張を一方的に押し付ける｢押し付け型｣ではな

く，業者から案を引き出す｢引き出し型｣の行政指導が

重要であるといえよう． 

３－３．敷地外からの目線―市担当者は，事前相談の

際にまず視点場に対する考え方を指導し、敷地外から

の外部景観を意識させているほか，指導方針として｢仮

に隣地を設計する場合に当該物件をどう考えるか｣を

業者に意識させるなど，敷地から離れ周囲の目線に立

って当該敷地を検討することを業者に求めている．こ

のように，設計者に対し敷地外からの目線を具体的に

イメージさせることは，景観 GCを構築する上で有用な

手段であると推察される． 

３－４．市担当者の景観に対する理解―市担当者は，

第１回景観アドバイザー会議において，アドバイザー

が指摘した｢歩行者道と当該施設のあり方｣｢鉄道の車

窓景観を意識｣等の発言に対し，｢住棟角度を直角に変

更｣という具体策を提案している．また，その後の協議

においてもアドバイザーが何を重視しているかを的確

に業者に伝え，結果として住棟を振ることで生じる余

剰空間に植栽を施すという 終的な折衷案を提示して

いる．このように，市担当者がアドバイザーの発言の

意図を深く理解し，自らの考えを通して提案を行うこ

とで，明確な具体案を提示できていると考えられる．

すなわち市担当者が，景観や景観 GC を十分に理解し，

自らの考えを持つことが特に重要であるといえよう． 

３－５．業者の景観 GC に対する理解不足―10 月２日

の協議において，業者はフラワーポットの設置という，

一時凌ぎともいえる案を提示している．本事例は，グ

リーンチェーン戦略の認定基準レベル１を満たさなけ

ればならないため※３，業者はグリーンチェーンに対す

る意識はあるはずである．このことを踏まえると，業

者は，緑の景観的側面に対する意識が薄く，ただ緑量

を確保すれば良いという認識が強いことが伺える． 

３－６．事前相談の時期―第１回景観アドバイザー会

議後の協議をみてみると，業者は｢設計もすでに着手し

ている｣と述べ、すでに実施設計の 中であることが伺

えることから，その後の設計変更を行った際には，時

間的･金銭的損失を相当被っていると考えられる．この

ように，事前相談や景観アドバイザー会議にかけられ

た時点で設計が固まっている場合，市担当者の指導が

困難になるだけでなく，開発業者側にも多大な損失が

発生する．景観 GCに対する業者の理解度の低さを踏ま

えると，なるべく早期に市担当者との協議を行うこと

が肝要であることから，事前相談制の意図を業者に対

して周知していく必要があろう． 

４．まとめ―本稿で明らかになったことを踏まえると，

行政指導により景観 GC に適った開発を促す上で重要

なのは，業者に対し景観 GCの考え方を理解させるとと

もに，市の景観形成に協力していく姿勢を引き出すこ

とであるといえ，そのためには，市担当者が流山市の

景観や景観 GCを十分に理解し，自らの考えを持って主

体的対応をしてくことが求められよう． 

５．補注・参考文献 
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市担当者による指導方針 
 
 
 
 

■会議の内容を踏まえ、市としての考えを織り交ぜた上で業者に報告

[市担当者からの指導事項]※１○駅自由通路からの見えを意識すること、街区道
路の突当り部分と角地にシンボルツリーとなるような樹木を配置 
[検討事項] ○街区道路の正面に 15 階の壁ができるのは景観上好ましくない
○ 敷地内にポケットパークを設ける ○空地確保の意味から建物のタワー化
[市担当者からの指摘] ○前回提出図面からの変更点の確認（街区道
路突当りや角地への植栽）○建物形態、意匠等は景観アドバイザー会
議での意見を聴取した上で再協議する ○歩行者道沿い植栽帯、エン
トランス屋上緑化、道路沿い植栽方法等計画細部について検討する
○おおたかの森ショッピングセンターを意識しデザインする 
[前回協議の設計業者回答] ○空地確保のためのタワー化は資金的にできな
い ○建物形態に関しては景観アドバイザーの意見を聞いて進めたい 
[指摘事項]◎歩行者道と当該施設のあり方。歩道に沿って質の高い公開空
地の確保 ◎車窓景観を意識して計画する 
◎鉄道沿いの住棟の端を１列分削り、都市計画道路と直角になるよう
に配置し注１公開空地を確保する。削られる分は階数を増やして対応
◎夜間照明の設置により歩行者の安全確保と夜間景観の演出 ◎外壁
の色彩 ◎駐車場の層増しによる公開緑地等の確保の検討 
[指導事項] ◎景観に対しどのように配慮したか、設計者の考えを提出する

[会議報告を踏まえた協議] ●業者：設計者としてはアドバイザーの指導
事項を実行していきたい。高層化することは費用面、スケジュール面から
もできないが、全てできないというのではなく、市の景観形成に協力して
いくので、アドバイスをいただき、施主との調整を行いたい 
○市担当者：アドバイザーからの指導事項で重要なのは、鉄道沿いおよび歩
行者道との接道部についてゆとりある緑地帯を設けた配置計画にすること
で、工夫をしてほしい。｢出来ない｣の一点張りでは話が前に進まないので、
お互いが知恵を出し良好な景観を創出できるよう協力してほしい 
[指導事項に関する協議] ●業者：鉄道沿い敷地の建物配置計画に関し
て、どの程度配置を移動すればよいのか確認したい。また、その他にア
ドバイザーから新たに指導されることはあるのか 
○市担当者：当該敷地北側の街区道路から１ｍセットバックした線の延長
線上まで壁面を移動して歩行者道と建物の間に緑地帯を確保してほしい
その他に関してはアドバイザーに相談した上で伝える
[指導事項に関する協議] 
●業者：変更した配置計画について、内容を確認してほしい 
○市担当者：歩行者道と建物の間の緑地帯は公開空地と考えてよいのか 
●業者：フェンスは生垣の裏に設置するので、公開空地といえるが、人が中
に入らないよう植栽計画をしている 
○市担当者：植栽計画については、一列に樹木を配置すると壁になってしま
うので少し互い違いにできないか、また庭園灯の配置も検討してほしい。こ
の計画でアドバイザー会議に図り、了解を得たい 
[指摘事項] ○提示案に関しては了承 
○西側角地の緑地帯と外灯との関係を確認する、駅側・鉄道側からのパー
スを作成し、配置変更を明確化しておく、外壁の色彩に関しておおたかの
森ショッピングセンターを意識し同系色を入れることは良い 
[会議報告と回答] ●業者：色彩計画は施主のカラーがあるので回答は避けたい。
市の意図は、施主に伝えるが、物件のブランドカラーがあるので難しい 

[会議報告を踏まえた業者回答] ●事業者として建築確認等スケジュール
の問題があり、設計もすでに着手しているので、これから変更するのは無
理である。計画変更に伴い階高を上げることは、45ｍを超えてしまい、非
常用エレベータの設置も必要となり、販売価格に影響をするなどコスト上
できない●指導の範囲を超えており、民間事業は採算性を考慮して行って
いることを考えてほしい●住棟を直角に配置した場合、西日が差し込むた
め、商品価値の低下を招く●設計変更の代わりに、ベランダにフラワーポ
ットを置くことで解決できないか注２ 
[市担当者回答] ○現時点では、これでよいという話はできない。景観に
対する考え方を提示したいので、それに対して何ができて何ができない
か、整理してほしい。その上で内容について議論をする 
[今後に関する協議] ●業者：景観法に違反してまで事業を行いたくないが
このまま平行線で進むとどうなるのか 
○市担当者：景観条例の手続きにより、事前協議書を提出してもらうが、
指導、勧告、公表を行うかは今後の進め方次第である 
●業者：提示された条件について、再度検討し協議を行う 

○●事前相談協議 

○●協議 

○◎第１回景観 
アドバイザー会議 

○●会議の報告 

○●協議 

○●協議 

○●協議 

●事前協議書提出 

○●協議 

○◎第２回景観 
アドバイザー会議 

○●会議の報告 

○事前協議書 
確認通知発行 

○適合通知発行 

注２ 根本的な解決にならないとして申し入れを断っている 
注１ 議論の中で、市担当者が住棟の角度を振る提案をし、アドバイザーの賛同を得た 

■仮に今後隣地を設計することとなった場合に当該物件をどう考えるか、敷地内のみを考えていれ
ばいいわけではないということを言う■業者の言い分をよく聞き、できないものを無理に押し付け
て言うのではなく、それに変わって何ができるかということを聞く■市としては、街全体を良くす
ることを考えており、街全体の将来を考えているという「こちらの立場」を理解させる

※１ 2005(平成17)年に策定されたもので、住環境の向上を目的としているため、環境面に関する記述
が多い ※２ 筆者作成 ※３ ｢流山市開発事業の許可基準等に関する条例｣の定める届出対象となる開
発行為および建築行為を実施する場合、グリーンチェーン認定を取得しなければならない 
[１]流山市都市計画課:｢流山市景観計画 グリーンチェーン景観計画｣,流山市,ｐ11,2007 [２]流山市:｢まちづくりアドバイ

ザー会議資料｣,第１回2008.９，第２回2008.11 [３]流山市:｢景観計画区域内行為の事前協議打ち合わせ記録｣,2008.12

 

【凡例】○：都市計画課  ●：開発業者  ◎：景観アドバイザー 

Table 2. Process of Administrative Guidance※２［２］[３] 
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